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１.事業の概要

本地区は、栃木県南部及び群馬県東部に位置し、渡良瀬川と利根川に挟まれた栃木県足利市、栃木市、

群馬県の桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、大泉町、邑楽町の６市３町にまたがる農地約9,400ha

を有する農業地帯であり、上流部はなだらかに傾斜した扇状地、下流部は渡良瀬遊水池に隣接する低平地

で洪水時にはポンプを使用し人為的に排水せざるを得ない地区である。

また、本地区の農業用用排水施設は昭和46年度から国営渡良瀬川沿岸事業のほか、県営事業等により

整備されたが、その後の住宅開発等による洪水の流出形態の変化及び地盤沈下の進行等の他動的要因等

に起因して、農業用用排水施設の機能が低下し、広範囲にわたり農地に溢水、湛水被害が発生していたこと

から、平成12年度に国営総合農地防災事業に着手した。

関係市町村：栃木県足利市、栃木市

群馬県桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、大泉町、邑楽町

受益面積：9,400ha（計画時点：平成12年）

受益者数：16,915人（計画時点：平成12年）

主要工事：排水機場１箇所、排水路 L=20.6km、遊水池 10箇所

事 業 費 ：24,271百万円（決算額）

事業期間：平成12年度～平成22年度（完了公告：平成23年10月７日）

関連事業：県営農地防災事業
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１.事業の概要
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本事業及び関連事業により、邑楽東部第1排水機場や長堀支線直接排水路などの基幹的な排水路
が整備され、排水機能の向上が図られた。
事業完了後は、計画基準雨量並の平成25年10月15日～16日の台風26号（総雨量174mm（館林）、

180mm（足利））の豪雨に対しても、地区内で大きな被害が報告されなかった。
事業実施前後の変化について、受益農家を対象にアンケート調査を実施したところ、事業実施後の湛

水被害について、61％が「発生していない」「かなり少なくなった」「少なくなった」と回答した。また、「事業
実施によって安心して農業が続けられるようになりましたか」の問いには、62％が「できるようになった」
「ある程度できるようになった」と回答した。

（１）農地への溢水・湛水被害の未然防止

２.事業効果の発現状況

22.6％

事業実施後の農作物の湛水被害
はどうなりましたか

安心して農業を続けられるように
なりましたか

Ｈ２９年度国営総合農地防災事業「渡良瀬川中央地区」事後評価アンケート調査
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農地の湛水被害状況（平成9年）

61％ 62％



本事業及び関連事業により、排水施設の機能回復及び洪水時における農地への湛水被害が未然に
防止されることにより、地域の農業生産が維持され、特産品の生産振興、担い手の育成・確保など多様
な取組みにより、農業経営の安定化に寄与している。

（２）農業生産の維持

２.事業効果の発現状況
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○関係市町における認定農業者数は、平成７年の137経営体
から平成27年の1,448経営体へと957％増加しており、関係県
（平成７年：2,039経営体、平成27年：12,812経営体、528％増
加）と比較して429ポイント高くなっている。

【認定農業者の推移】

出典：栃木県、群馬県調べ

【特産品の生産振興】

これらの生産は、豊富な水資源と農業用用排水施
設により維持されており、施設の整備を行い、農
地への溢水、湛水を未然に防止することは、地域
の特産品の生産振興に大きく貢献している。

★栃木県オリジナルブランド

★群馬県「野菜王国・ぐんま」推進計画重点８品目

いちご 「スカイベリー」
他 にら 「ゆめみどり

水稲 「とちぎの星」

きゅうり、なす、キャベツ、
レタス、トマト、いちご、
ほうれんそう、ねぎ



〇 本地域の借入れ耕地面積の推移を見ると、平成７年から平成２７年にかけて約２倍に増加し、５ha以上の
経営規模の経営体は、平成７年の165経営体から平成27年の608経営体へと約４倍に増加しており、農地
の流動化や経営規模拡大が図られている。

〇 受益農家を対象としたアンケート調査結果においても、54％の人が「農作業の受委託、農地の貸し借りが
増えた」と回答

（３）農業経営の安定 （農地の流動化と経営規模の拡大）

２.事業効果の発現状況

Ｈ２９年度国営総合農地防災事業「渡良瀬川中央地区」
事後評価アンケート調査

【経営規模５ha以上の販売農家の推移】

【借入れ耕地面積の推移】
事業実施前に比べて、農作業の受委託、
農地の貸し借りが増えた

5出典：「農林業センサス」

約４倍に増加

約２倍に増加



（４） 波及的効果（生活安全性の向上、地域活動の取組み）

３.事業による波及効果

〇 本事業の実施により、付随的に地域排水能力の向上が図
られており、事業実施後は家屋等の浸水被害は報告され
ていない。

〇 本地区内では、36組織が「多面的機能支払交付金を利用し、地域資源、農村環境保全活動を行っている。

事業実施後、道路や家屋などの湛水被害
の頻度はどうなりましたか

＜参考＞平成１０年９月１５日～１６日（台風５号）
床上浸水１２戸、床下浸水１２８戸
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浸水・溢水被害状況（太田市内）

【畦畔の保全活動】 【水路の泥上げ】

52％



（５） 波及的効果（地場産品の消費拡大）

防火用水施設

○本地域内において、受益地内で生産された野菜、果樹な
どの農産物や農産物加工品を販売する農産物直売所が
８箇所あり、地元や都市部からの来店者で賑わいをみせ
ている。

３.事業による波及効果

出典：JA邑楽館林ホームページほか

○本地域に含まれる、群馬県東部館林地区では、にがうり
栽培の振興（H26年 41ha→H31年 47ha目標）を図ること
としており、地域の女性グループが、新たな商品開発の
取組みを行っている。

出典：関東農政局ホームページ 出典：邑楽町広報
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5

３.事業による波及効果

（７） 波及的効果（土地改良施設情報発信の取組み）

事業実施前 事業実施後

〇施設を管理する土地改良区（邑楽土地改良区）では、毎年、排水機場等の土地改良施設を巡るウォーキン
グイベントを開催し、多くの参加者に土地改良施設のPR等を行っている

8【ウォーキングイベント】

（６） 波及的効果（施設の多目的利用）

〇本事業では、ワークショップなどを実施し、新設する遊水池について、地域住民の意見を設計に活かし、ビオ
トープ及び軽スポーツ用などの多目的広場として、親水的な利活用が可能となる施設整備を行った。

【スポーツ少年団の練習】
（長堀六千石遊水池）

【法面へあじさいの植栽】
（常光寺遊水池）

【排水機場の見学】



４.事業効果の発現状況

効果項目 年効果（便益）額 効果の要因

作物生産効果 1,397百万円 用排水施設の整備を実施した場合と実施しな
かった場合での作物生産量が増減する効果

営農経費節減効果 △1百万円 用排水施設の整備を実施した場合と実施しな
かった場合での営農経費が増減する効果

維持管理費節減効果 △ 76百万円
用排水施設の整備を実施した場合と実施しな
かった場合での施設の維持管理費が増減す
る効果

災害防止効果
（農業関係資産、一般資産、公共資産）

10,030百万円

排水施設の整備を実施した場合と実施しな
かった場合での災害による農業関係資産、一
般資産、公共資産に係る被害額が軽減する
効果

景観・環境保全効果 51百万円
用排水施設の整備にあたり、周辺の景観へ配
慮した設計・構造を合わせもった施設として整
備することで発揮する効果

国産農産物安定供給効果 51百万円
用排水施設の整備により農業生産性の向上
や営農条件等の改善が図られ、国産農産物
の安定供給に寄与する効果

合 計 11,452百万円
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精 査 中



区 分 算定式 数 値

総費用（現在価値化） ①＝②＋③ 115,744百万円

当該事業による費用 ② 39,258百万円

その他費用
（関連事業費+資産価額+再整備費）

③ 76,486百万円

年総効果（便益）額 ④ 11,452百万円

評価期間
（当該事業の工事期間+40年）

51年

割引率 0.04

総便益額（現在価値化） ⑤ 487,791百万円

総費用総便益比 ⑥＝⑤÷① 4.21

現時点での効果の発現状況を踏まえ、総費用総便益比を算定した結果は次のとおり。

４.事業効果の発現状況 精 査 中
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５.今後の課題

（１）事業効果を持続的に発現させるための施設管理の実施

本地区の排水は、本事業及び関連事業で整備を行った施設の他に、既存の施設も利用している。今後、こ

れら施設の老朽化等による維持管理費の増加が見込まれる。的確な施設機能診断により施設の長寿命化と

ライフサイクルコストの低減を図る必要がある。

（２）都市近郊に立地する特性を活かした営農等の展開

本地区は、都市近郊に立地する地の利を活かし、農産物直売所では多様な農産物や農産物加工品の販

売が行われている。今後も、消費者のニーズを把握し、立地条件を活かした営農等の展開、特産品開発など

の取り組みを展開する必要がある。

（３）地域農業の担い手の育成・確保

事業完了後、関係市町の認定農業者は増加傾向にあり、地域農業の担い手が育成・確保されている。今

後も、｢人・農地プラン｣等を踏まえ、農地中間管理機構を活用した農地の賃貸借や農業生産基盤整備による

生産性の向上等による安定的な経営基盤の強化を図る必要がある。

（４）地域住民への情報発信

土地改良施設を巡るウォーキングイベント等を開催し、土地改良施設の重要性の理解増進に努めている。

一方、投棄ゴミの問題もあるため、今後も、地域住民への情報発信を継続・拡充し、土地改良施設や、管理

する土地改良区の認知度を向上して、農業水利施設の管理・景観保全への理解増進を図る必要がある。
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